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韓 国 倒 産 実 務 の 最 新 動 向 

 

1． はじめに 

 

 韓国の倒産実務は 1997 年金融危機以降量・質ともに大

きな変化を遂げており、2011 年 3 月からは Fast Track を

導入し効率性を高めている。以下では韓国倒産制度の概

要を簡単に見た上で最新実務の動向を紹介することとす

る。 

 

2． 韓国倒産法制の構造 

 

 韓国の倒産法制は大きく再生型と清算型に分けられ、前

者には①回生手続、②個人回生手続、③管理手続が、後

者には破産手続がある。回生手続、個人回生手続、破産

手続が裁判所主導の手続きであるのに対し、管理手続は

裁判所は関与せず金融機関債権者が主導する手続きで

ある。 

 

 回生手続、個人回生手続、及び破産手続は「債務者回

生および破産に関する法律」（以下「債務者回生法」）が、

管理手続は「企業構造調整促進法」（以下「企促法」）がそ

れぞれ規律する。 

 

3． 回生手続の特徴と最新動向 

 

(1) 回生手続の概要 

 

 回生手続は概ね以下の流れに従って行われる。 

 回生手続開始申し立て（＋保全処分等申し立て）➝ 保

全処分・中止命令等 ➝ 開始決定（管理人選任）➝ 債

権調査・財産実態及び企業価値調査 ➝ 第一回関係人

集会 ➝ 回生計画案提出 ➝ 回生計画認可 ➝ 回生

計画遂行 ➝ 終結 

 

 管理人制度は原則的に既存の経営者を管理人に任命す

るが、粉飾決算や横領などが明らかになった場合など例

外的な場合のみに第三者を管理人として選任する。尚、中

小企業など一定の場合に管理人を任命しないことができ

る。 

 

 債務者財産の確保のため、双方未履行双務契約の選択

権・否認権・既存経営陣に対する損害賠償請求権の調査

確定裁判・相殺の制限などが設けられているが、債務者回

生法第 120 条は管理人の否認権と選択権が適用されない

三つの場合として①韓国銀行が管理する支払決済制度、

②証券先物取引の清算決済制度、③デリバティブなど適

格金融取引をまとめて規定している。 

 

 国際倒産に関しては債務者回生法第５編で規定されて

いて、普遍主義（属地主義の廃棄）、内外人の平等主義を

採用し、UNCITRAL モデル法を受け入れ外国倒産手続の

承認・支援手続を設けている。外国手続と国内手続との間

の調整に関しては、「国内倒産手続を中心にして支援を決

定、変更又は取消しすることができる」と規定することに

よって、同時進行を認める上で国内手続を中心に調整を

図っている。 

 

(2) Fast Track 回生手続の実施 

 

 ソウル中央地方裁判所破産部は 2011 年 3 月末から

Fast Track 回生手続を導入し、金融機関など主要債権者

の主導で可能な限り早期に（6 ヶ月以内）債務調整を終え

て市場に復帰させる方案を実施している。 

 

 Fast Track 回生手続(直訳すると「急行」回生手続)は、回

生計画認可前の迅速な手続きと認可後の早期終結によっ
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て実現される。具体的には、 

 認可前の迅速な手続きのために、①管理人を選任する

代わりに既存の代表取締役を法律上の管理人として看做

す管理人不選任制度を拡大実施し、②債権者協議会が企

業価値評価・回生計画作成などに積極的に参加できるよう

資金管理委員を派遣するか構造調整担当役員（chief 

restructuring officer, CRO）を推薦し、諮問機関（会計法

人、法務法人）を債務者の費用で選任するようにしている。 

 認可後の早期終結のためには、①株主総会での出資転

換株主の議決権行使（企業支配権変動の実現）、②債権

者協議会と債務者との間に「認可後監督に関する業務協

約」締結及び債権者協議会による監査役推薦など自律的

監督システムの構築、③第一回弁済後直ちに終結あるい

は exit financing による資金調達の後の終結、④債権者協

議会との協力による M&A の推進などをするようにしてい

る。 

 

 Fast Track 回生手続が適用された大型企業の実務例を

見ると、開始決定から認可まで 4 ヶ月から 7 ヶ月ぐらいか

かって、中には開始後 6 ヶ月で早期終結に至った事例もあ

る。 

 

(3) 「DIP Only」➝「DIP + CRO」 

 

 従前の「DIP Only」1の限界として指摘されてきた、債権者

の既存経営者に対する不信、既存経営者の従前事業への

執着などを克服する方策として、債権者協議会に債務者

の監督機能を任せつつ資金管理委員の派遣又はCROの

推薦によって監督機能を実現させている。 

 

 CRO とは、企業の事業活動とは別に構造調整に関する

業務を遂行する役員レベルの職員を言う。ソウル地方裁

判所破産部は 2011 年 9 月以降 CRO 制度を施行し、今は

与信規模が大きい企業の場合 CRO を選任するケースが

増えている。債務者が、法定管理人教育の履修者の中で

債権者協議会又は裁判所の推薦を得た回生専門家を、裁

判所の許可を得て、契約職 CRO として選任する。 

 

 CRO の業務は、回生企業の資金収支の点検、回生手続

に関する諮問、回生企業と債権者協議会との間の

communication などだが、最新の事例では債権者協議会

の要請を受けて構造調整案の策定にも務めてている。 

 

(4) 制度改正の動向 

 

 法務部(日本でいう法務省)は 2012 年 9 月国会に債務者

回生法の改定案を提出した。同改定案には米連邦破産法

に類似している自動中止制度、絶対優先原則などが盛り

込まれている。 

 

 法務部はこれとは別途、いわゆる「倒産庁」の設立を目

指している。これは倒産手続中の純粋な裁判機能以外の

行政的管理・監督機能を裁判所とは別の独立機関に分

離・帰属させるとの発想だが、これに対して裁判所側は、

現在の制度を維持する上で現行法上の管理委員会の監

督機能を強化する方針で対応する一方、破産裁判所の設

立妥当性を検討しているそうだ。 

 

4． 管理手続（ワークアウト）の動向 

 

(1) 制度の概要 

 

 1997 年の通貨危機の後に経営不振企業の処理手段の

一つとして行われたワークアウトとは、政府の影響力が及

ぶ金融機関債権者を通じて債務再調整を行う再生手続

だった。2001 年に 5 年間有効の限時法として立法された

企促法はこのワークアウトを法定制度化したものである。

企促法は 2007 年と 2011 年に繰り返し限時法として再立

法され、現行企促法は 2013 年 12 月末まで有効である。 

 

 企促法は金融機関からの与信総額が KRW(韓国ウォ

ン)500 億以上の会社に適用される。 

 

(2) 手続きの主要内容 

 

 管理手続が行われるには、まず主債権銀行が経営不振

兆候企業を選定して該当企業に通報し、通報を受けた企

業が管理手続開始を申し立てると、主債権銀行が債権金
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融機関協議会を招集して管理手続の開始を決議する。管

理手続には①債権金融機関による共同管理、②債権銀行

による共同管理、③主債権銀行による管理の三つのタイプ

がある。 

 

 共同管理が開始されれば、債権金融機関協議会は決議

を経て経営不振企業との間に「経営正常化計画の履行の

ための約定」を締結する。 

 

 債権金融機関協議会の決議には与信総額の 4 分の 3

以上の賛成が必要であり、債権再調整と新規資金の供与

を決定する場合には担保債権総額の 4 分の 3 以上の賛

成を必要とする。 管理手続開始の決議、債権再調整又は

新規信用供与の決議に反対する債権金融機関は賛成し

た債権金融機関に対して自分の債権を買収するよう請求

することができ、請求を受けた賛成債権者は 6 ヶ月以内に

連帯して該当債権を買収しなければならない。この場合、

買収価格は協議によって定めるが（実務上買収請求時点

の清算価値によるのが慣例である。）、合意に至らなかっ

た時には賛成債権者または買収請求債権者の申し立てに

応じて債権金融機関調停委員会が買収価格を決定するこ

とができる。調停結果に不服する当事者は裁判所に変更

決定を申し立てることができる。 

 

(3) 手続きの運用状況と展望 

 

 管理手続は現在も頻繁に利用されていて、失敗したら回

生手続や破産手続に移行するのが通常である。企促法が

再立法される度に賛否両論が対立したことから、2014 年

以後の再立法如何が注目されている。 

 

                                                 
1 2011.3.1.から 2011.12.31.までソウル中央裁判所で開

始された回生事件の中、管理人不選任（65％）と既存

経営者管理人選任（21％）を合わせた DIP 形態は

86％に達している。 
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